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は じ め に 
 

本町では、男女共同参画社会実現に向けて平成

１９年に「みよし男女共同参画プラン」（第２次三

芳町男女共同参画基本計画）を策定し、住民と行政

が一体となりさまざまな施策を推進してまいりま

した。 

しかしながら、少子高齢化の急速な進行、ライフ

スタイルや価値観の多様化や国際化などを背景に

環境は大きく変化し、新たな課題も生じてきていま

す。 

こうした背景を踏まえ、これまでの取組みの成果

を評価するとともに、新たな課題に的確に対応する

ための行動計画として、「みよし男女共同参画プラ

ン」（第３次三芳町男女共同参画基本計画・三芳町

ＤＶ防止基本計画）を策定しました。 

本計画は、平成２８年度から平成３５年度までの８年間を計画期間とし「思

いやりと自分らしさを大切にするまち 三芳」を基本理念として掲げ、３つの

基本目標により構成されています。 

また「配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護・支援の推進（三芳町ＤＶ

防止基本計画）」を主要課題のひとつとし、ＤＶ被害者の支援にも取り組んで

まいります。 

本計画をより実効性のあるものにするためには、行政はもとより事業者、関

係団体、そして何より町民の皆さま一人ひとりが互いに協力・連携して取り組

んでいくことが大切です。本計画の推進について、なお一層のご理解とご協力

をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました、

三芳町男女共同参画基本計画策定懇話会委員、三芳町男女共同参画推進会議

委員の皆さまをはじめ、アンケート調査、パブリックコメント等々ご協力いた

だきましたすべての皆さまに心から感謝申し上げます。 

 

 

 

平成２８年３月 

 

三芳町長 林 伊佐雄 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 第２次三芳町男女共同参画基本計画の進捗と評価               

第２次三芳町男女共同参画基本計画は、基本理念に「一人ひとりがいきいきと暮らせる

男女共同参画社会の実現」と定め、３つの基本目標として「人権の尊重と男女共同参画の

意識づくり」、「男女がいきいきと暮らせる環境づくり」、「男女共同参画によるまちづくり」

を設定し、各種施策を進めてきました。 

第２次三芳町男女共同参画基本計画で定めた１０７事業（所管課回答別事業数：１４４

事業）のうち、達成度７０％以上の事業が４８．６％、未実施を含め達成度７０％に満た

なかった事業が５１．４％でした。細分化された事業の内容を検証するとともに、関連性

のある事業を統廃合する必要があります。 

基本目標ごとの主な施策の進捗と評価は次のとおりです。 

 

 【基本目標Ⅰ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり】 

性別による固定的な役割分担意識の解消と意識改革については、三芳町男女共同参画

推進会議との協働によるセミナーの開催や男女共同参画情報誌の発行などの普及啓発に

より着実に進んでいるものの、家庭生活等における性別による固定的な役割分担意識は

いまだ根強く残っており、更なる普及啓発が必要です。 

男女平等教育の推進については、児童生徒の発達段階に応じた指導内容の工夫や保護

者に対する講座の実施など学校教育、家庭教育において概ね達成しました。 

女性に対するあらゆる暴力の根絶については、広報誌等による意識啓発、女性相談の

実施等により進んでいるものの、関係機関との連携強化などの課題が残されています。 

 

 【基本目標Ⅱ 男女がいきいきと暮らせる環境づくり】 

仕事と家庭、地域活動との両立支援については、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の周知、両親学級などの育児支援を実施してきました。今後は男性が家事・

育児・介護に積極的に参加できる環境を更に整えていく必要があります。 

働く場における男女共同参画の推進については、育児休業・介護休業制度の普及定着

に向け、町内事業所へ啓発を実施しました。また、職員に対する育児休業及び介護休業

の取得に関する条例を制定し、職員の家庭と仕事の両立を支援しました。育児休業・介

護休業制度の更なる定着に向けた普及啓発、男性の育児休業・介護休業の取得者の向上、

女性の再就職支援等の課題が残されています。 

生涯を通じた健康支援については、保健予防、各種母子保健事業の実施など概ね達成

しました。  
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 【基本目標Ⅲ 男女共同参画によるまちづくり】 

地域における男女共同参画の推進については、協働のまちづくりフェアの開催など多

様な活動主体の効果的な連携促進を図りました。魅力あるまちづくりや地域活動の創出

には、女性ならではの意見や参加が不可欠であり、今後も積極的に推進していく必要が

あります。 

政策・方針決定過程への男女共同参画の促進については、各種審議会等への女性委員

の登用は年々増加しているものの、女性委員割合の目標値（３０％）は達成できません

でした。男性委員のみで組織されることが慣行化されている審議会等での女性委員の登

用など課題が残されています。 

国際的協調については、国際情報の収集と提供、ＮＰＯなどの民間団体との連携や活

動支援を行うなど概ね目標を達成しました。今後は更にＮＰＯなどの民間団体との連携

を強化するほか、国際会議等の動向について国・県をはじめとする関係機関より情報を

収集し、広く提供していく必要があります。 

 

 ■第２次三芳町男女共同参画基本計画達成度集計結果 

 

※事業ごとの進捗状況は資料編に掲載してあります。 
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２ 計画策定の趣旨                          

三芳町では、「三芳町女性行動計画－男女平等社会の確立を目指して－」を策定した平

成４年（1992年）以降、平成１２年（2000年）に「みよしまち女(ひと)と男(ひと)の共

同参画プラン」、平成１９年（2007年）に「みよし男女共同参画プラン（第２次三芳町男

女共同参画基本計画）」（以下「前計画」という。）を策定し、男女共同参画社会の実現を

めざして様々な取組を行ってきました。 

しかし、家庭や職場、地域活動の場においては、依然として性別による固定的役割分担

※１に基づく意識や慣行が根強く残っており、男女が共に家庭生活と仕事、地域活動を両

立しやすい環境の整備や政策・方針決定過程への女性の参画拡大など、多くの課題が残さ

れております。さらに、深刻化する配偶者等からの暴力被害、男女共同参画の視点に立っ

た防災対策などの課題にも対応する必要があります。 

こうした状況を踏まえ、前計画の計画期間終了に伴い、これまでの取組を検証し、男女

共同参画社会実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、「みよし男女共同参画

プラン（第３次三芳町男女共同参画基本計画）」（以下「本計画」という。）を策定するもの

です。 

 

【策定経過】 

 平成 ４年３月  「三芳町女性行動計画－男女平等社会の確立を目指して－」 

 平成１２年３月  「みよしまち女(ひと)と男(ひと)の共同参画プラン」 

 平成１９年３月  「みよし男女共同参画プラン（第２次三芳町男女共同参画基本計画」 

 

 

３ 計画の性格                            

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項の規定に基づき、国の「第４次男

女共同参画基本計画」及び県の「埼玉県男女共同参画基本計画」を勘案し、「三芳町第５次

総合計画」や町における他部門の計画との整合性を図り、本町における男女共同参画に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

策定に当たり、関係各課へのヒアリング、「三芳町男女共同参画基本計画策定懇話会」、

「三芳町男女共同参画推進会議」、「男女共同参画基本計画策定部会」で検討・提出された

意見、助言を踏まえるとともに「三芳町男女共同参画に関する住民意識調査」、男女共同参

画ワークショプや意見公募（パブリック・コメント）を実施し、住民の意見を反映してい

ます。 

なお、基本目標Ⅱ「誰もがいきいきと暮らせる環境づくり」のうち、主要課題３「配偶

者等からの暴力防止及び被害者の保護・支援の推進」は、「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律※２」（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条の３第３項に規定

される市町村基本計画（ＤＶ防止基本計画）として本計画と一体的に策定するものです。 
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※１ 性別による固定的役割分担：男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わら

ず「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由と

して、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

※２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律：配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援

等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。  

（国）

男女共同参画社会基本法

第４次男女共同参画基本計画

（県）

埼玉県男女共同参画基本計画

（国）

配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律

（県）

配偶者等からの暴力防止及び

被害者支援基本計画

三芳町第５次総合計画

町の他の関連計画
第３次三芳町男女共同参画基本計画 三芳町ＤＶ防止基本計画

三芳町男女共同参画に関する住民意識調査

パブリック・コメント

男女共同参画ワークショップ

三芳町男女共同参画基本計画策定懇話会

三芳町男女共同参画推進会議

三芳町男女共同参画基本計画策定部会

庁内関係各課
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４ 計画の期間                                

本計画は、平成２８年度（2016年）から令和５年度（2023年）までの８年間とし、最終

年度は、三芳町第５次総合計画と同じ年度としています。 

ただし、計画の進捗状況や社会情勢の変化、国や県の動向を踏まえ、必要に応じて見直

しを行います。 

 

 

５ 計画の推進                            

本計画は、家庭や職場、地域など広範多岐にわたるものであり、男女共同参画社会の実現

のためには、今まで以上に住民や事業者、各種団体等と行政が連携し、協力しながら取り

組むことが必要となります。また、あらゆる施策において男女共同参画の視点に立ち、庁

内各課との緊密な連携のもとに、総合的・効果的な施策の推進が必要となります。 

 

（１）推進体制の整備・充実 

  ①（仮称）共生社会推進条例の制定検討 

  ②男女共同参画推進庁内連絡会議の設置 

  ③本計画の周知 

  ④「三芳町男女共同参画推進会議」との連携強化 

  ⑤国・県及び住民・事業者等との連携強化  

  

平成 令和

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

三芳町

埼玉県

国

第２次三芳町男女共同参画

基本計画（平成20～27年度）

三芳町第４次総合振興計画

（ 平成18～27年度 ）

第３次三芳町男女共同参画基本計画 （ 平成28～令和5年度 ）

（三芳町ＤＶ防止基本計画を包括）

三芳町第５次総合計画

（ 平成28～令和5年度 ）

男女共同参画基本計画

（ 平成24～28年度 ）

配偶者等からの暴力防止及び被害者支援

基本計画(第３次)（ 平成24～28年度 ）

第３次男女共同参画基本計画

（ 平成23～27年度 ）
（ 策定予定 ）

（ 策定予定 ）

（ 策定予定 ）

男女共同参画基本計画

（ 平成29～令和3年度 ）

配偶者等からの暴力防止及び被害者支援

基本計画（第４次）（ 平成29～令和3年度 ）

第４次男女共同参画基本計画

（ 平成28～令和2年度 ）
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（２）計画の進行管理 

  ①進捗状況の調査・評価 

  ②情報収集・提供 

平成 

28年度 29年度 30年度 

令和 

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 

  

三
芳
町
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
進
捗
状
況
調
査 

三
芳
町
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
住
民
意
識
調
査 

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
業
所
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

中
間
年
度
事
業
評
価
・
見
直
し 

  
三
芳
町
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
進
捗
状
況
調
査 

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
業
所
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

三
芳
町
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
住
民
意
識
調
査 

最
終
年
度
事
業
評
価 

第
４
次
三
芳
町
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画(

仮
称
）
策
定
検
討 

男女共同参画推進 

庁内連絡会議設置 

（仮称）共生社会推進条例の制定検討 



 

第２章 

三芳町の現状 

 

1１1 人口推移 

 

1２1 就労状況 

 

1３1 方針決定の場における女性の参画推進状況 

 

 

  

２ 
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第２章 三芳町の現状 
 

１ 人口推移                                 

平成２７年４月１日現在の総人口は３８，２４７人となっています。 

総人口は、平成２７年で微増したものの減少傾向で推移しており、平成２３年から２

７年までの減少数を平均すると毎年約９０人の減少となっています。 

年少人口と生産年齢人口は減少傾向、高齢者人口は増加傾向で推移しており、平成２

３年から２７年の減少数を平均すると毎年、年少人口が約６５人、生産年齢人口は約４

３０人の減少で、高齢者人口は約４０５人の増加となっており、少子高齢化が急激に進

行しています。 

年齢階層別では、男女共に４０歳～４４歳の年代が最も多くなっています。世代別に

みると、５０歳代までは若干男性の割合が女性より上回っていますが、６０歳代以上は

女性の割合が男性を上回っています。 

 

 ■人口推移と年少人口・高齢者の割合の推移 

     

                     資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

  

5,514 5,472 5,399 5,309 5,256 5,160 5,080 4,963 4,818 

24,766 24,198 23,654 23,341 23,047 22,851 22,848 22,748 22,691 

8,318 8,847 9,270 9,503 9,944 10,227 10,402 10,576 10,684 

38,598 38,517 38,323 38,153 38,247 38,328 38,330 38,287 38,193 

14.3% 14.2% 14.1% 13.9% 13.7%
13.5% 13.3%

13.0%
12.6%

0%

5%

10%

15%

0

20,000

40,000

60,000

平成23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年

年少人口割合

（15歳未満）

生産年齢人口

（15歳以上64歳未満）

高齢者人口

（65歳以上）

年少人口割合
(人)
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■年齢階層別人口 

 

資料：住民基本台帳（平成２７年４月１日時点） 

 

資料：住民基本台帳（令和元年４月１日時点） 

  

753 

929 

1,004 

995 

934 

773 

980 

1,442 

1,882 

1,555 

1,147 

1,022 

1,164 

1,440 

1,416 

1,001 

507 

215 

730 

869 

971 

888 

846 

751 

940 

1,348 

1,714 

1,407 

1,093 

926 

1,240 

1,659 

1,557 

1,009 

566 

574 

0 1,000 2,000

01,0002,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

2,000 1,000 0 0 1,000 2,000

男性

（人）

女性

（人）

680 

856 

933 

1,019 

999 

813 

846 

1,114 

1,558 

1,872 

1,464 

1,084 

997 

1,199 

1,304 

1,262 

830 

377 

619 

814 

916 

940 

845 

748 

827 

1,075 

1,479 

1,674 

1,366 

1,021 

950 

1,375 

1,549 

1,390 

933 

667 

0 1,000 2,000

01,0002,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

2,000 1,000 0 0 1,000 2,000

男性

（人）

女性

（人）
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■世代別男女構成比 

 

資料：住民基本台帳（平成２７年４月１日時点） 

 

資料：住民基本台帳（令和元年４月１日時点） 

  

51.3%

51.8%

51.7%

51.4%

52.4%

51.8%

47.3%

48.5%

38.8%

48.7%

48.2%

48.3%

48.6%

47.6%

48.2%

52.7%

51.5%

61.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳未満

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

男性 女性

51.7%

51.3%

53.2%

50.8%

52.1%

51.6%

48.6%

46.6%

43.0%

48.3%

48.7%

46.8%

49.2%

47.9%

48.4%

51.4%

53.4%

57.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳未満

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

男性 女性
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２ 就労状況                                 

（１）女性の就業者数 

三芳町での女性の就業者数は、ほぼ横ばいとなっていますが、人口に占める女性の就

業率※３は減少傾向となっています。 

 

 ■三芳町の女性の就業者数 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※３ 就業率：１５歳以上人口に占める就業者数の割合。就業者数は、働いている者（収入を目的とする仕事をしている者）と休業中

の者（仕事をもっていながら病気などで休んでいる者）を合わせたもの。就業率＝就業者数÷１５歳以上人口×１００％ 

  

6,769 
7,417 7,379 7,148 

7,532 7,670

49.8%
47.7% 48.2%

44.9% 44.6% 45.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年度

女性の就業者数 女性の就業率
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（２）就業率 

三芳町での女性の就業率を年齢に沿ってみた場合、男性の就業率と比較して「Ｍ字型

カーブ」を示しています。これは女性が３０歳前後で結婚や出産により離職する場合が

多いため、このような曲線を示していると考えられます。 

 

 ■就業率（三芳町） 

 

 

資料：国勢調査  

17.1%

60.2%

83.2% 83.8% 87.1% 88.1% 87.6% 87.7% 86.5%

74.6%

15.0%

62.5%
68.8%

56.3% 57.7%
64.6%

70.0%
65.7%

60.3%

45.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年

男性 女性

17.0%

58.2%

77.4%
83.7% 84.3% 85.8% 85.7% 84.7% 87.9%

73.3%

14.8%

56.8%
70.7%

63.6% 62.5%
68.1% 70.3% 68.6%

63.8%

51.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成27年

男性 女性
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３ 方針決定の場における女性の参画状況                    

（１）各種審議会等における女性の登用状況 

三芳町での各種審議会等における女性の登用状況は、平成２６年度で２４．５％とな

っており女性委員比率は年々増加しています。しかし、全国・埼玉県・埼玉県内市町村

平均と比較すると下回っている状況です。 

■各種審議会等における女性の登用状況（各年４月１日現在） 

 

資料：総務課、男女共同参画に関する年次報告（埼玉県） 

 ■各種審議会等における女性の登用状況比較 

 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（内閣府） 
 

 

※４ 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等：法令又は条例により設置されている附属機関、並びに法律により設置され

ている委員会及び委員をさします。 

※５ 地方自治法（第１８０条の５）に基づく委員会等：教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会をさします。  

女

性

委

員

数

女

性

委

員

数

女

性

委

員

数

平成21年度 293 63 21.5% 25.1% 30 1 3.3% 12.4% 323 64 19.8% 23.9%

平成22年度 283 60 21.2% 25.3% 30 1 3.3% 11.6% 313 61 19.5% 24.0%

平成23年度 272 58 21.3% 25.6% 30 1 3.3% 12.0% 302 59 19.5% 24.3%

平成24年度 257 63 24.5% 26.5% 30 1 3.3% 12.0% 287 64 22.3% 25.2%

平成25年度 258 66 25.6% 27.0% 30 1 3.3% 12.5% 288 67 23.3% 25.7%

平成26年度 252 68 27.0% 27.8% 30 1 3.3% 12.7% 282 69 24.5% 26.5%

平成27年度 291 81 27.8% 27.8% 30 2 6.7% 13.5% 321 83 25.9% 26.6%

平成28年度 281 69 24.6% 27.8% 30 3 10.0% 13.4% 311 72 23.2% 26.7%

平成29年度 273 67 24.5% 27.9% 30 4 13.3% 13.9% 303 71 23.4% 26.8%

平成30年度 275 79 28.7% 28.3% 24 5 20.8% 15.4% 299 84 28.1% 27.4%

令和元年度 279 86 30.8% 28.8% 24 6 25.0% 16.3% 303 92 30.4% 28.0%

地方自治法（第202条の3）に基
づく審議会　※４　（A）

地方自治法（第180条の5）に基
づく委員会等　※５（B）
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全国
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（２）女性管理職の登用状況 

三芳町での女性管理職の登用状況は、平成２６年度で２６．４％となり、平成２４年

度以降増加傾向にあり、埼玉県内市町村平均を上回っています。 

 ■女性管理職の登用状況（各年４月１日現在） 

 

資料：総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※６ 管理職：主幹級以上の役付職員（課長・副課長・主幹） 

※７ 課長級：「管理職」のうち、課長級の管理職職員数（再掲） 

 

う

ち

課

長

級

　

※

７

う

ち

課

長

級

う

ち

課

長

級

う

ち

課

長

級

（A） (B) (B/A) ( C ) (a) (D) (b) (D/C) (b/a)

平成21年度 320 109 34.1% 104 45 20 5 19.2% 11.1% 22.0% 8.1%

平成22年度 312 107 34.3% 94 20 20 1 21.3% 5.0% 21.7% 8.3%

平成23年度 314 108 34.4% 95 20 24 1 25.3% 5.0% 22.2% 8.9%

平成24年度 307 107 34.9% 95 21 23 2 24.2% 9.5% 22.9% 9.8%

平成25年度 302 108 35.8% 92 24 24 1 26.1% 4.2% 24.6% 10.4%

平成26年度 297 108 36.4% 91 27 24 2 26.4% 7.4% 25.7% 11.0%

平成27年度 302 112 37.1% 90 28 23 3 25.6% 10.7% 26.2% 11.9%

平成28年度 289 110 38.1% 79 27 22 7 27.8% 25.9% 27.7% 13.0%

平成29年度 283 101 35.7% 85 24 18 4 21.2% 16.7% 28.6% 13.6%

平成30年度 279 104 37.3% 83 23 18 4 21.7% 17.4% 29.6% 14.1%

令和元年度 277 102 36.8% 88 24 18 5 20.5% 20.8% 29.0% 14.4%
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